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表紙

業務の適正を確保するための体制及び運用状況、連結注記表及び個別注記表につきまし
ては、法令及び当社定款第13条第３項の規定に基づき、インターネット上の当社ウェ
ブサイトに掲載することにより株主の皆様に提供しております。

法令及び定款に基づく
インターネット開示事項

第40期（2021年３月１日から2022年２月28日まで）

業務の適正を確保するための体制及び運用状況
連結注記表
個別注記表
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業務の適正を確保するための体制及び運用状況

業務の適正を確保するための体制及び運用状況

業務の適正を確保するための体制
　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正
を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
１. 当社グループの取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体
制
(1) 当社は、当社グループの取締役及び社員が法令、定款、企業倫理を遵守して職務の執行に当
たるよう「行動基準」及び「社内諸規程」を定める。

(2) 当社取締役会は、法令及び定款等の遵守のための体制を含む「内部統制システムに関する基
本方針」を決定し、その実施状況を監督するとともに、適宜、基本方針の見直しを行う。

(3) 当社監査等委員会は、内部統制システムの整備と実施状況を含め、業務執行状況の調査を行
い、独立した立場から取締役の職務執行の監査を行う。

(4) 当社は代表取締役社長直轄の内部統制室を設置し、年次の内部監査計画に基づき、各部門及
び子会社について内部統制システムの有効性を含めた内部監査を実施し、監査結果は、定期
的に代表取締役社長に報告するとともに、監査等委員会に対しても内部監査の状況を報告す
る。

(5) 法令違反行為等の発生またはその兆候についての報告体制として、内部通報制度を定め、運
用する。

２. 当社取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　株主総会議事録、取締役会議事録等の法定文書のほか重要な職務執行に係る情報が記載された文
書（電磁的記録を含む。以下同じ。）を関連資料とともに、「文書管理規程」その他の社内規程の
定めるところに従い、適切に保存し管理する。また情報のセキュリティ体制を整備する。取締役
は、取締役の職務執行を監督・監査するために必要とするときは、これらの文書をいつでも閲覧で
きるものとする。

３. 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 当社代表取締役は、制定された「コンプライアンス及びリスクマネジメント体制」に基づき
リスクに関する統括責任者としてリスク担当責任者を任命する。リスク管理の総括部門は管
理部とし、それぞれのリスクに応じて個別に責任部門を定める。

(2) 監査等委員会及び内部統制室は、各部門及び子会社のリスク管理状況を監査し、その結果を
取締役会に報告する。取締役会は、定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善
に努める。
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４. 当社取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役会は中期経営計画及び年度予算を策定し、策定した諸計画に基づく担当取締役の業務
執行が効率的に行われるよう、実施状況を監督する。

(2) 重要な経営事項、定款に定める重要な業務執行の決定は、常勤の役付取締役で組織する経営
会議において多面的に審議し、迅速な意思決定を行う。

(3) 代表取締役及びその他の業務執行を担当する取締役に業務執行の決定を委任された事項につ
いては、職務権限規程に定める手続きにより必要な決定を行う。

５. 当社グループにおける業務の適正を確保する為の体制
(1) 当社グループ全てに適用する行動規範を明確化した「行動基準」を定め、遵法経営を実践す
る。

(2) 子会社の取締役、監査役を当社役員等が兼任することでモニタリングを行い、子会社の重要
事項は当社取締役会において報告される。

６. 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
(1) 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を求めた場合、必要に応じて監査等委員会の業
務補助のためのスタッフを置くこととし、その指名については取締役会と監査等委員会の協
議によって決定する。

(2) 当該使用人は、監査等委員の指揮命令に従い、その職務の遂行にあたる。その使用人の人事
（異動・評価等）については、監査等委員会の同意を得るものとし、監査等委員以外の取締
役からの独立性と指示の実効性を確保する。

７. 当社監査等委員会への報告に関する体制
(1) 当社グループの取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人並びに当社子会社の
監査役は、当社及び当社グループに重要な損失を与える事項が発生又は発生する恐れがある
とき、あるいは違法又は不正な行為を発見したときは、直ちに監査等委員会に報告する。

(2) 前項の報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁
止する。

(3) 当社監査等委員会は、当社取締役会をはじめとする重要会議への出席、稟議書その他業務執
行に関する重要な文書の閲覧のほか、必要に応じて当社グループの取締役（監査等委員であ
る取締役を除く。）及び使用人並びに当社子会社の監査役に対して説明を求めることができ
る。
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８. 当社監査等委員の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針に関する事項
　監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行につ
いて生ずる費用又は債務の処理については、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められ
た場合を除き、当該監査等委員の請求により速やかに処理する。

９. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 当社監査等委員会は、代表取締役と定期的に会合を持ち、経営方針、会社の対処すべき課

題、会社を取り巻くリスクの他、監査等委員会監査の環境整備の状況、監査上の重要問題等
について意見交換する。

(2) 監査等委員会は、内部統制室及び会計監査人から定期的に、監査計画の概要、監査結果、内
部統制システムの状況及びリスク評価等について報告を受け、質疑応答および意見交換を行
うなど、相互連携を図り、効果的な監査に努めることとする。

(3) 監査等委員会は子会社の取締役・監査役との意見・情報の交換等、連携を図ることとする。

10. 財務報告の信頼性を確保するための体制
　当社グループの財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法及び関連する法令等に規定さ
れた財務報告に係る内部統制システムを構築する。また、その整備・運用状況を継続的に評価し、
不備があれば必要な是正を行うなど有効性の向上を図る。

11. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
　当社グループは、反社会的勢力とは取引その他の関係を一切持たず、また、反社会的勢力からの
不当要求に対しては、組織全体として毅然とした対応をとる。

12. 反社会的勢力排除に向けた体制の整備状況
(1) 当社グループ全役職員が携帯する「行動基準書」に、行動基準の１つとして、反社会勢力と
の関与の拒絶、及び活動助長の禁止を明記し、周知徹底を図っている。

(2) 反社会的勢力による不当な要求があった場合など不測の事態に備え、警察や顧問弁護士など
の外部専門機関と連携して、管理部と当事部門で対応する体制を整備している。

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当社は、上記の内部統制システムの整備を行い、取締役会において継続的に経営リスクについて検
討し、必要に応じて社内制度・規程や業務の見直しを実施して、内部統制システムの実効性の確保と
向上に努めている。
　監査等委員は、監査等委員会監査の他、社内重要会議に出席して、業務執行状況やコンプライアン
スに関するリスクを監視している。また、内部統制室でも内部監査の定期的な実施により、業務活動
全般に亘って法令、定款、社内規程等に違反していないことを検証している。
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連 結 注 記 表

１．連結計算書類作成のための基本となる重要事項に関する注記
(1) 連結の範囲に関する事項

連結子会社の数 1社
連結子会社の名称 株式会社ＩＴストレージサービス

(2) 持分法の適用に関する事項
　該当事項はありません。

(3) 連結子会社の事業年度に関する事項
　株式会社ＩＴストレージサービスの決算日は、１月31日であります。
　連結計算書類の作成にあたっては、同日現在の計算書類を使用し、連結決算日との間に生じた重
要な取引については連結上必要な調整を行っております。

(4) 会計方針に関する事項
①　重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．有価証券
その他有価証券

時価のあるもの
　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
原価は、移動平均法により算定）を採用しております。

時価のないもの
　移動平均法による原価法を採用しております。

ロ．デリバティブ
時価法

ハ．たな卸資産
商品・製品・原材料・仕掛品
　移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によ
り算定）を採用しております。
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建物 ６年～50年
工具、器具及び備品 ２年～12年

②　重要な固定資産の減価償却の方法
イ．有形固定資産

　定率法（ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）並びに2016年
４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。
　なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。

ロ．無形固定資産
　自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採
用しております。

ハ．長期前払費用
　定額法を採用しております。

③　重要な引当金の計上基準
イ．貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債
権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

ロ．製品保証引当金
　製品の保証期間中の費用の支出に備えるため、過年度の実績を基礎に将来の保証見込額を加
味して計上しております。

④　重要な収益の計上基準
　サービス売上は、保守サービスの提供期間にわたる契約の履行に応じて収益認識しておりま
す。

⑤　その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

２．表示方法の変更に関する注記
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号　2020年３月31日）を当連
結会計年度の連結計算書類から適用し、会計上の見積りに関する注記を記載しております。
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製品保証引当金 31,480千円

繰延税金資産 21,930千円

３．会計上の見積りに関する注記
(1) 製品保証引当金

①　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
a.　算出方法
　当社が過去に販売した製品の一部の部品に不具合が発生する可能性があり、この不具合への対応
のため、将来予想される発生費用の見積りについては、それらの支出が発生する可能性が高く、か
つ合理的に見積ることができる場合に、過去に発生した費用の実績に基づいて見積り製品保証引当
金として計上しております。
b.　翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
　当社グループは、補修費用の発生状況等現時点までに入手可能な情報に基づき、製品保証引当金
について合理的な金額を計上しております。ただし、想定し得ない事象の発生等により、製品保証
引当金の計上額に影響を与える可能性があります。

(2) 繰延税金資産の回収可能性
①　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　繰延税金資産については、将来の利益計画に基づいた課税所得及びタックスプランニングによ
り、回収可能性があると判断した将来減算一時差異について繰延税金資産を計上しております。繰
延税金資産の回収可能性は将来の課税所得の見積りに依存するため、その見積りの前提とした条件
や仮定に変更が生じた場合、翌連結会計年度の連結計算書類において繰延税金資産及び法人税等調
整額の金額に重要な影響を与える可能性があります。

4．追加情報
（新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについて）
新型コロナウイルス感染症拡大が当社グループの業績に与える影響は軽微であり、当連結会計年度
末以降も重要な影響がないという仮定に基づき会計上の見積りを行っております。
しかしながら、本感染症の収束時期は不透明であり、今後の財政状態、経営成績に影響を及ぼす可
能性があります。
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有形固定資産の減価償却累計額 215,505千円

株式の種類 当連結会計年度
期首の株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末の
株式数

普 通 株 式 2,081,000株 －株 －株 2,081,000株

株式の種類 当連結会計年度
期首の株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末の
株式数

普 通 株 式 164,195株 －株 －株 164,195株

（決議） 株式の種類 配当金の総額
（千円） 配当金の原資

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

2021年４月14日
取締役会 普通株式 47,920 利益剰余金 25.00 2021年

２月28日
2021年
５月12日

（決議） 株式の種類 配当金の総額
（千円） 配当金の原資

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

2022年４月13日
取締役会 普通株式 67,088 利益剰余金 35.00 2022年

２月28日
2022年
５月10日

5．連結貸借対照表に関する注記

6．連結株主資本等変動計算書に関する注記
(1) 発行済株式の総数に関する事項

(2) 自己株式の数に関する事項

(3) 剰余金の配当に関する事項
①　配当金支払額等

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
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7．金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
　当社グループは、事業計画に基づき、必要な資金を主に銀行借入により調達しております。ま
た、一時的な余裕資金は、安全性の高い金融商品で運用しております。

②　金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
　営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されており、与信管理規程に従
い、営業債権について、担当部署が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングするとともに、
取引相手ごとに期日及び残高を管理することで、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握
や軽減を図っております。
　投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されて
おり、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、市況や取引先企業との関係
を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
　営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが３ヶ月以内の支払期日であります。
　一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、金額が少ないため
リスクは僅少であります。
　未払法人税等は、法人税等の未払金額であり、１年以内の支払期日であります。
　借入金は、主に運転資金及び設備投資に係る資金調達を目的としております。適時に資金繰り
計画を作成・更新するとともに、手許流動性を維持することにより流動性リスクを管理しており
ます。

③　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

－ 8 －
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連結注記表

連結貸借対照表計上額
（千円） 時価（千円） 差額（千円）

(1) 現金及び預金 2,182,371 2,182,371 －

(2) 受取手形及び売掛金 641,868 641,868 －

(3) 投資有価証券 2,277 2,277 －

資 産 計 2,826,517 2,826,517 －

(1) 買掛金 175,072 175,072 －

(2) 未払金 28,767 28,767 －

(3) 未払法人税等 40,289 40,289 －

(4) 長期借入金 93,308 93,081 △226

負 債 計 337,437 337,210 △226

デ リ バ テ ィ ブ 取 引 － － －

(2) 金融商品の時価等に関する事項
　連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価
を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。（（注）２．参
照）

（注）１．金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資　産
(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当
該帳簿価額によっております。

(3) 投資有価証券
　投資有価証券の時価について、株式は取引所の価格によっております。

負　債
(1) 買掛金、(2) 未払金、(3) 未払法人税等

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当
該帳簿価額によっております。

(4) 長期借入金
　長期借入金の時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で
割り引いた現在価値により算定しております。
　また、１年内返済予定の長期借入金を含めております。
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連結注記表

区分 連結貸借対照表計上額（千円）

非上場株式等（※１） 78,000

差入保証金（※２） 23,767

１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 2,182,371 － － －

受取手形及び売掛金 641,868 － － －

合 計 2,824,240 － － －

１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

長期借入金（※） 46,668 46,640 － － －

(1) １株当たり純資産額 1,062円77銭
(2) １株当たり当期純利益 101円87銭

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

（※１）これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるた
め、「(2) 金融商品の時価等に関する事項」には含めておりません。

（※２）賃貸借期間の延長可能な契約に係る差入保証金は、将来キャッシュ・フローを見積もる
ことができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(2) 金融商品の
時価等に関する事項」には含めておりません。

３．金銭債権の決算日後の償還予定額

４．借入金の決算日後の返済予定額

（※）１年内返済予定の長期借入金を含んでおります。

8．１株当たり情報に関する注記

9．重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。
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2022/04/21 10:30:21 / 21824444_株式会社ニューテック_招集通知：Web開示

個別注記表

個 別 注 記 表

建物 ６年～50年
工具、器具及び備品 ２年～12年

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
(1) 資産の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準及び評価方法
子会社及び関連会社株式
　移動平均法による原価法を採用しております。
その他有価証券
・時価のあるもの
　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
原価は、移動平均法により算定）を採用しております。
・時価のないもの
　移動平均法による原価法を採用しております。

(2) デリバティブ
時価法

(3) たな卸資産の評価基準及び評価方法
商品・製品・原材料・仕掛品
　移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により
算定）を採用しております。

(4) 固定資産の減価償却の方法
①　有形固定資産
　定率法（ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）並びに2016年４
月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。
　なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。

②　無形固定資産
　自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用
しております。
③　長期前払費用
　定額法を採用しております。
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個別注記表

製品保証引当金 22,034千円

(5) 引当金の計上基準
①　貸倒引当金
　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
②　製品保証引当金
　製品の保証期間中の費用の支出に備えるため、過年度の実績を基礎に将来の保証見込額を加味
して計上しております。

(6) 収益の計上基準
　サービス売上は、保守サービスの提供期間にわたる契約の履行に応じて収益認識しております。

(7) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

２．表示方法の変更に関する注記
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号　2020年３月31日）を当事
業年度の計算書類から適用し、会計上の見積りに関する注記を記載しております。

３．会計上の見積りに関する注記
(1) 製品保証引当金
①　当事業年度の計算書類に計上した金額

②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　①の金額の算出方法は、連結注記表「３．会計上の見積りに関する注記　(1)製品保証引当金」
の内容と同一であります。

－ 12 －
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個別注記表

繰延税金資産 28,085千円

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 212,951千円

短期金銭債務 17,438千円

　売上原価 118,583千円
　販売費及び一般管理費 2,009
　合計 120,593

(2) 繰延税金資産の回収可能性
①　当事業年度の計算書類に計上した金額

②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　①の金額の算出方法は、連結注記表「３．会計上の見積りに関する注記　(2)繰延税金資産の回
収可能性」の内容と同一であります。

４．追加情報
（新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについて）
新型コロナウイルス感染症拡大が当社の業績に与える影響は軽微であり、当事業年度末以降も重要
な影響がないという仮定に基づき会計上の見積りを行っております。
しかしながら、本感染症の収束時期は不透明であり、今後の財政状態、経営成績に影響を及ぼす可
能性があります。

５．貸借対照表に関する注記

(2) 関係会社に対する金銭債権・債務

６．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
　営業取引による取引高

－ 13 －
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個別注記表

株式の種類 当事業年度期首の
株式数

当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末の
株式数

普 通 株 式 164,195株 －株 －株 164,195株

（繰延税金資産）
未払事業税 2,226千円
製品保証引当金繰入額否認 6,746千円
未払費用 15,945千円
資産除去債務 1,485千円
子会社株式評価損 2,296千円

繰延税金資産合計 28,700千円
（繰延税金負債）
資産除去債務に対応する除去費用 105千円
有価証券評価差額 510千円

繰延税金負債合計 615千円
繰延税金資産の純額 28,085千円

７．株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の数に関する事項

８．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

９．リースにより使用する固定資産に関する注記
　該当事項はありません。
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種類 会社等の名称
議決権等の所有
（被所有）割合

（％）
関連当事者
との関係 取引内容

取引金額
(千円)
（注2）

科目
期末残高
（千円）
（注2）

子会社 ㈱ITｽﾄﾚｰｼﾞｻｰﾋﾞｽ 所有直接100 役員の兼任 保守契約等
（注1） 120,593

前払費用 170,784

未払金 17,436

買掛金 2

(1) １株当たり純資産額 1,022円31銭
(2) １株当たり当期純利益 93円00銭

10．関連当事者との取引に関する注記
子会社及び関連会社等

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１）価格その他の取引条件は、㈱ITストレージサービスと当社の間で、市場価格等を勘案し、

協議した上で決定しております。
（注２）取引金額には消費税を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

11．１株当たり情報に関する注記

12．重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。
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